
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病児・病後児 

保育施設 

病児・病後児 

保育室 

タクシー会社 
保護者 

 
保育園等で体調不良となった児童の緊急的な送迎対応等を、令和 3 年度から 

新たに開始（子ども・子育て支援交付金の活用） 

・市内すべての病児・病後児保育室において、未就学児を対象に実施 

・児童の心理面等への配慮から、利用希望施設で事前の送迎登録を行う際、児童も

含めて施設スタッフ（看護師・保育士）との面談が必要 

保育園等 

医師 

連絡票 

（白紙） 

⑥ 

スタッフと医師との

やり取り 

（医師連絡票を記載

してもらう） 

 
⇒スタッフは、児童の既

往歴や昨日から当日の

症状がわかるもの（登録

票＋保護者や保育施設

から聞き取った内容）を

基に医師に説明。 

 

児童の既往歴や症状がわ

かるもの 

（登録票 ＋ 保護者から

聞き取った内容） 

① 
⑤ 

思い当たる点や最近 

の状況をヒアリング 

⑦ 

熱があります！ 

お迎えに来てください。 

病児保育実施医療機関 

または かかりつけ医 

② 

医師 

連絡票 

（記載済） 

③ 

⑧ 

※保護者から健康保険証やこども医療費受給者証、 

お薬手帳（いずれもコピー）を預かって来院します。 

⑨ 

送迎・受診サービスを 

お願いします。 タクシーをお願いします。 

入室し、児童を看護・保育 
※児童と一度は顔合わせしている施設が送迎します。 

令和 3 年 2 月 16 日 

こども未来部保育課 
←病児・病後児保育スタッフ 

（看護師・保育士） 

←体調不良になった 

児童 

（例） 
【病児・病後児保育】送迎サービスの開始について 

タクシー料金は全額公費負担 

（交付金対応） 

仕事が終わったらお迎え 

④ 

⑩ 

受診 


